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(57)【要約】
　本発明の１以上の好適な実施形態に従った装置及び方
法は、流体中の一酸化窒素を測定するために使用され、
それぞれは、サンプル注入ポートと、ポンプと、測定チ
ャンバと、電磁放射源と、１以上の制御及びユーザイン
タフェースと、カートリッジとを含む。カートリッジは
、サンプルチャンバと、電磁放射及び熱チャンバと、ガ
ス浸透性膜と、を含む。カートリッジは、好ましくは、
一回の使用用で、廃棄可能である。更に、他の別の実施
形態に従った装置及び方法、並びに、追加的に発明的な
側面と特徴は、流体中の一酸化窒素を測定することに関
連して開示される。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　流体中の溶解ガスを測定する方法であって、
　前記流体から前記溶解ガスを遊離させるステップと、
　担体ガス内の前記遊離ガスを捕捉するステップと、
　電気化学的センサを用いて、前記溶解ガス濃度を測定するステップと、
を備える方法。
【請求項２】
　前記溶解ガスは、一酸化窒素である、ことを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記流体から前記溶解ガスを遊離させる前記方法は、電磁放射を用いて、分子結合から
前記ガスを解放し、前記流体から前記溶解ガスをガス抜きするステップを含む、ことを特
徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項４】
　前記電磁放射は、発光ダイオードを用いて生成される、ことを特徴とする請求項３に記
載の方法。
【請求項５】
　前記ガス抜き方法は、熱蒸発による、ことを特徴とする請求項３に記載の方法。
【請求項６】
　前記遊離ガスを捕捉する前記方法は、環境大気から閉止されている、ことを特徴とする
請求項１に記載の方法。
【請求項７】
　流体中の一酸化窒素を測定する装置であって、
　流体サンプルからの液体あるいは固体残留物を含む廃棄可能なコンポーネントと、
　ポンプ、１以上のバルブ、一酸化窒素センサ、１以上の制御部、及び、１以上のユーザ
インタフェースを備える再利用可能な装置コンポーネントと、
を備えることを特徴とする装置。
【請求項８】
　前記廃棄可能なコンポーネントは、一回の使用用に設計されている、ことを特徴とする
請求項７に記載の装置。
【請求項９】
　前記廃棄可能なコンポーネントは、前記流体から一酸化窒素ガスを遊離させる手段を含
んでいる、ことを特徴とする請求項７に記載の装置。
【請求項１０】
　前記流体から一酸化窒素ガスを遊離させる前記手段は、電磁放射源を含む、ことを特徴
とする請求項９に記載の装置。
【請求項１１】
　前記流体から一酸化窒素ガスを遊離させる前記手段は、前記流体から前記一酸化窒素ガ
スをガス抜きする手段を備える、ことを特徴とする請求項９に記載の装置。
【請求項１２】
　前記１以上の制御部と１以上のユーザインタフェースは、マイクロプロセッサを備える
、ことを特徴とする請求項７に記載の装置。
【請求項１３】
　一酸化窒素ガスを測定する前記センサは、電気化学的センサである、ことを特徴とする
請求項７に記載の装置。
【請求項１４】
　前記装置は、前記一酸化窒素含有ガスを捕捉する手段を含む、ことを特徴とする請求項
７に記載の装置。
【請求項１５】
　前記一酸化窒素含有ガスを捕捉する前記手段は、環境大気から閉止されている、ことを
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特徴とする請求項１４に記載の装置。
【請求項１６】
　前記装置は、前記電磁放射源を含む、ことを特徴とする請求項１０に記載の装置。
【請求項１７】
　前記電磁放射源は、１以上の発光ダイオードを備える、ことを特徴とする請求項１６に
記載の装置。
【請求項１８】
　前記廃棄可能なコンポーネントは、前記流体サンプルの前記液体及び固体を含む手段を
含む、ことを特徴とする請求項７に記載の装置。
【請求項１９】
　前記流体サンプルの前記液体及び固体コンポーネントを含む前記手段は、ガス浸透性膜
である、ことを特徴とする請求項１８に記載の装置。
【請求項２０】
　流体中の一酸化窒素を測定する装置であって、
　ガスポンプと、
　バルブと、
　測定チャンバと、
　電磁放射源と、
　ヒータと、
　制御及びユーザインタフェースと、
　サンプルチャンバ、サンプル脱ガスチャンバ及び、反応チャンバを備えるカートリッジ
と、
を備えることを特徴とする装置。
【請求項２１】
　流体中の一酸化窒素を測定する装置であって、
　サンプル注入ポートと、
　ポンプ及び貯蔵器と、
　バルブと、
　測定チャンバと、
　電磁放射源と、
　制御及びユーザインタフェースと、
　サンプルチャンバ、混合チャンバ、サンプル脱ガスチャンバ、及び、平坦反応チャンバ
を備えるカートリッジと、
を備えることを特徴とする装置。
【請求項２２】
　前記カートリッジは、廃棄可能で、一回の使用用に設計されている、ことを特徴とする
請求項２１に記載の装置。
【請求項２３】
　本明細書で開示し、説明したように、流体中の一酸化窒素を測定する装置。
【請求項２４】
　本明細書で開示し、説明したように、流体中の一酸化窒素を測定する方法。
【請求項２５】
　流体中の溶解ガスを測定する方法であって、
（ａ）前記流体から前記溶解ガスを遊離させるステップと、
（ｂ）担体ガス内の前記遊離ガスを測定するステップと、
（ｃ）電気化学的センサを用いて、前記溶解ガス濃度を測定するステップと、
を備える、ことを特徴とする方法。
【請求項２６】
　前記溶解ガスは、一酸化窒素である、ことを特徴とする請求項２５に記載の方法。
【請求項２７】
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　前記流体から前記溶解ガスを遊離させる前記方法は、
（ａ）電磁放射及び／あるいは熱を用いて、分子結合から前記ガスを分離するステップと
、
（ｂ）前記流体から前記溶解ガスを遊離させるステップと、
を含む、ことを特徴とする請求項２５に記載の方法。
【請求項２８】
　前記電磁放射は、発光ダイオードを用いて生成される、ことを特徴とする請求項２７に
記載の方法。
【請求項２９】
　前記溶解ガスを遊離させることは、熱蒸発あるいは流体沸騰による、ことを特徴とする
請求項２７に記載の方法。
【請求項３０】
　流体中の一酸化窒素を測定する装置であって、
（ａ）流体サンプルからの液体あるいは固体残留物を含む廃棄可能なコンポーネントと、
（ｂ）ポンプ、一酸化窒素センサ、制御及びユーザインタフェースを含む再利用可能な装
置コンポーネントと、
を備える、ことを特徴とする装置。
【請求項３１】
　前記廃棄可能なコンポーネントは、一回の使用用に設計されている、ことを特徴とする
請求項３０に記載の装置。
【請求項３２】
　前記廃棄可能 は 、前記流体から一酸化窒素ガスを遊離させる手段を含む、ことを特徴
とする請求項３０に記載の装置。
【請求項３３】
　前記流体から一酸化窒素ガスを遊離させる手段は、電磁放射を用いることを含む、こと
を特徴とする請求項３２に記載の装置。
【請求項３４】
　前記流体から、一酸化窒素ガスを遊離させる前記手段は、前記流体から前記一酸化窒素
ガスをガス抜きする手段を含む、ことを特徴とする請求項３２に記載の装置。
【請求項３５】
　前記制御部は、マイクロプロセッサを含む、ことを特徴とする請求項３０に記載の装置
。
【請求項３６】
　一酸化窒素ガスを測定する前記センサは、電気化学的センサである、ことを特徴とする
請求項３０に記載の装置。
【請求項３７】
　前記装置は、前記一酸化窒素含有ガスを捕捉する手段を含む、ことを特徴とする請求項
３０に記載の装置。
【請求項３８】
　前記装置は、前記電磁放射源を含む、ことを特徴とする請求項３３に記載の装置。
【請求項３９】
　前記電磁放射源は、発光ダイオードである、ことを特徴とする請求項３８に記載の装置
。
【請求項４０】
　前記廃棄可能なコンポーネントは、前記流体サンプルの前記液体及び固体成分を含む手
段を含む、ことを特徴とする請求項３０に記載の装置。
【請求項４１】
　前記流体サンプルの前記液体及び固体成分を含む前記手段は、ガス浸透性膜である、こ
とを特徴とする請求項４０に記載の装置。
【請求項４２】
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　流体中の一酸化窒素を測定する装置であって、
（ａ）ガスポンプと、
（ｂ）測定チャンバと、
（ｃ）電磁放射源と、
（ｄ）ヒータと、
（ｅ）１以上の制御及びユーザインタフェースと、
（ｆ）
　（ｉ）サンプルチャンバと、
　（ｉｉ）反応チャンバと、
　（ｉｉｉ）ガス浸透性膜と、
　（ｉｖ）サンプル注入ポートと、
を備えるカートリッジと、
を備える装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
＜関連出願への相互参照＞
　米国のために、本出願は、２０１３年３月１５日出願の米国非仮特許出願第１３／８４
３，５６２号の米国部分継続特許出願であり、それに対して米国特許法第１２０条（35 U
.S.C. §120）の下の優先権を主張し、本出願は、２０１３年１月１４日出願の米国仮特
許出願第６１／７５２，４３５号の米国非仮特許出願であり、それに対して米国特許法第
１１９条（ｅ）（35 U.S.C. §1 19(e)）の下の優先権を主張する。これらの優先権特許
出願、及び、その任意の特許出願公報、及び、それについて発行される任意の特許のそれ
ぞれは、参照により、ここに組み込まれる。
【０００２】
＜著作権宣言文＞
　この特許文書内の全ての内容は、米国及び他の国の著作権法の下の著作権保護の対象で
ある。著作権者は、この特許文書あるいは特許開示の任意の人による、ファクシミリ複製
については、正式な政府の記録として見えるので、異議を唱えるものではないが、そうで
ない場合、他の全ての著作権は保持される。
【背景技術】
【０００３】
　予備的な内容として、血液サンプルをチャンバに導入し、様々な結合した分子からＮＯ
分子を遊離させるために、低電力の電磁放射に当て、ガスとしてＮＯを遊離させるために
蒸発させ、電気化学的方法を用いて、遊離されたＮＯガスを測定することによって、血液
サンプル内のＮＯ濃度を測定する方法が知られている。レーザあるいは発光ダイオード（
ＬＥＤ）は、低電力電磁放射を提供する。そのような従来の方法は、米国特許出願公開第
２０１１／０００８８１５号明細書に開示され、参照により、ここに組み込まれる。
【発明の概要】
【０００４】
　本発明は、一般に、流体中の一酸化窒素を測定する方法及び装置に関連し、本発明は、
ここに開示される多くの側面と特徴を含む。
【０００５】
　本発明の第１の側面においては、流体中に溶解されたガスを測定する方法は、流体から
溶解されたガスを遊離させるステップと、担体ガス内の遊離ガスを捕捉するステップと、
電気化学的センサを用いて、溶解されたガス濃度を測定するステップとを備える。
【０００６】
　ある特徴においては、溶解されたガスは、一酸化窒素である。
【０００７】
　ある特徴においては、この方法は更に、電磁放射を用いて、分子結合からガスを分離す
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るステップと、流体から溶解されたガスをガス抜きするステップと、を含む。電磁放射は
、本発明の１以上の好適実施形態において、１以上の発光ダイオード（ＬＥＤ）を用いて
生成されることが出来る。ガス抜き方法は、好ましくは、本発明の１以上の好適実施形態
においては、熱蒸発によるものである。
【０００８】
　この側面の他の特徴においては、遊離ガスを捕捉する方法は、環境大気から閉止されて
いる。
【０００９】
　ある側面においては、流体内の一酸化窒素を測定する装置は、流体サンプルからの液体
あるいは固体残留物を含む廃棄可能コンポーネントと、ポンプ、１以上のバルブ、一酸化
窒素センサ、１以上の制御部及び１以上のユーザインタフェースを備える、再利用可能な
装置コンポーネントとを備える。廃棄可能なコンポーネントは、好ましくは、廃棄可能な
カートリッジである。
【００１０】
　ある特徴においては、廃棄可能なコンポーネントは、一回の使用のために設計されてい
る。
【００１１】
　ある特徴においては、廃棄可能なコンポーネントは、流体から一酸化窒素ガスを遊離さ
せる手段を含む。流体から一酸化窒素ガスを遊離させる手段は、好ましくは、本発明の１
以上の好適な実施形態において、電磁放射源を含む。電磁放射源は、好ましくは、廃棄可
能 なコンポーネントではなく、装置のコンポーネントであり、電磁放射源は、本発明の
１以上の好適な実施形態において、１以上の発光ダイオードを備える。
【００１２】
　ある特徴においては、廃棄可能なコンポーネントは、流体から一酸化窒素ガスを遊離さ
せる手段を含む。流体から一酸化窒素ガスを遊離させる手段は、流体から一酸化窒素ガス
をガス抜きする手段を含む。
【００１３】
　ある特徴においては、１以上の制御部と１以上のユーザインタフェースは、マイクロプ
ロセッサを含む。
【００１４】
　ある特徴においては、一酸化窒素ガスを測定するセンサは、電気化学的センサである。
【００１５】
　ある特徴においては、装置は、好ましくは環境大気に対して閉止されている、一酸化窒
素含有ガスを捕捉するための手段を含む。
【００１６】
　ある特徴においては、廃棄可能コンポーネントは、流体サンプルの液体及び固体成分を
含む手段を含み、本発明の１以上の好適実施形態においては、ガス浸透性膜を備えること
が出来る。
【００１７】
　他の側面においては、流体中の一酸化窒素測定用装置は、ガスポンプと、バルブと、測
定チャンバと、電磁放射源と、ヒータと、制御及びユーザインタフェース部と、サンプル
チャンバ、サンプル脱ガスチャンバ及び反応チャンバを備えるカートリッジと、を備える
。
【００１８】
　他の側面においては、流体中の一酸化窒素を測定する装置は、サンプル注入ポートと、
ポンプ及び貯蔵器と、バルブと、測定チャンバと、電磁放射源と、制御及びユーザインタ
フェースと、サンプルチャンバ、混合チャンバ、サンプル脱ガスチャンバ及び平坦反応チ
ャンバを備えるカートリッジと、を備える。
【００１９】
　ある特徴においては、カートリッジは、廃棄可能で、一回の使用用に設計されている。
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【００２０】
　更に他の側面においては、流体中の溶解ガスを測定する方法は、流体から溶解ガスを遊
離させるステップと、担体ガス中の遊離ガスを測定するステップと、電気化学的センサを
用いて、溶解ガス濃度を測定するステップと、を備える。流体から溶解ガスを遊離させる
方法は、好ましくは、電磁放射、熱、あるいは、双方を用いて、分子結合からガスを分離
し、流体から溶解ガスを遊離させることを含む。電磁放射は、１以上の好適な実施形態に
おいて使用され、好ましくは、１以上の発光ダイオードを用いて生成される。溶解ガスを
遊離させることは、別に、あるいは、追加的に、熱蒸発あるいは液体沸騰（fluid exaspe
ration）によって達成される。
【００２１】
　他の側面においては、流体中の一酸化窒素の測定のための装置は、流体サンプルからの
液体あるいは固体残留物を含む廃棄可能なコンポーネントと、ポンプ、一酸化窒素センサ
、及び、１以上の制御及びユーザインタフェースを備える再利用可能な装置コンポーネン
トとを備える。
【００２２】
　ある特徴においては、廃棄可能なコンポーネントは、一回の使用用に設計されている。
【００２３】
　ある特徴においては、廃棄可能なコンポーネントは、流体から一酸化窒素ガスを遊離さ
せる手段を含む。
【００２４】
　ある特徴においては、１以上の制御及びユーザインタフェースは、マイクロプロセッサ
を備える。
【００２５】
　ある特徴においては、一酸化窒素ガスを測定するセンサは、電気化学的センサである。
【００２６】
　ある特徴においては、装置は、一酸化窒素含有ガスを捕捉する手段を備える。
【００２７】
　他の側面においては、流体中の一酸化窒素を測定する装置は、（ａ）ガスポンプと、（
ｂ）測定チャンバと、（ｃ）電磁放射源と、（ｄ）ヒータと、（ｅ）１以上の制御及びユ
ーザインタフェースと、（ｆ）サンプルチャンバ、反応チャンバ、ガス浸透性膜、及びサ
ンプル注入ポートを備えるカートリッジと、を備える。
【００２８】
　他の側面は、ここに開示され、説明されるように、流体中の一酸化窒素を測定する装置
を備える。
【００２９】
　他の側面は、ここに開示され、説明されるように、流体中の一酸化窒素を測定する方法
を備える。
【図面の簡単な説明】
【００３０】
　本発明の１以上の好適な実施形態が、ここに添付の図面を参照して詳細に説明されるが
、同じ構成要素は、同じ参照符号によって参照される。
【００３１】
【図１】本発明の１以上の実施形態に従った、システムブロック図を図示する。
【図２】商業的に購入できる電気化学的一酸化窒素センサを図示し、本発明の１以上の実
施形態のコンポーネントの例である。
【図３】商業的に購入できる注射器ポンプを図示し、本発明の１以上の実施形態のコンポ
ーネントの例である。
【図４】商業的に購入できる放射源を図示し、本発明の１以上の実施形態のコンポーネン
トの例である。
【図５】商業的に購入できる注射器フィルタを図示し、本発明の１以上の実施形態のコン
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ポーネントの例である。
【図６】本発明の１以上の実施形態に従った、他のシステムブロック図を図示する。
【図７】本発明の１以上の側面及び特徴を組み込む、流体中の一酸化炭素を測定するプロ
トタイプの装置を図示する。
【発明を実施するための形態】
【００３２】
　本発明の１以上の実施形態に従った、図１のシステムブロック図１００を参照して、こ
こに詳細に説明される、本発明の１以上の好適な実施形態によれば、サンプル注入ポート
（単純な、ルアーあるいは針安全ポート）が、解析前に流体サンプルを含むサンプルチャ
ンバに、一酸化窒素を含む血液あるいは他の流体を注入するために設けられる。サンプル
注入ポートは、注入後破棄できるように、サンプルを含む封止されたカバーを含む。サン
プルチャンバは、サンプル注入ポートに注入された後、流体が格納される容器である。２
つの担体ガス貯蔵器が設けられている（担体ガス貯蔵器１及び担体ガス貯蔵器２）。サン
プル注入ポート上のカバーが閉止され、封止された後、サンプルチャンバは、一端におい
て、担体ガス貯蔵器１に接続され、他端において、Ｔ接合に接続されるのみである。Ｔ接
合は、また、担体ガス貯蔵器２にも接続される。両方の担体ガス貯蔵器は、約同じ体積で
（．１ｍｌから１ｍｌ）、室内空気担体ガスを含み、外部空気から封止される。この配置
により、流体サンプルを、単純に、負の圧力で、Ｔ接合を通って、サンプルを吸引するこ
とにより、担体ガスチャンバ２からのガスと混合することが出来る。個々の混合流体滴の
大きさは、２つの担体ガスチャンバの相対体積を調整することにより、調整することが出
来る。
【００３３】
　サンプルの混合は、少なくとも１面が電磁放射に対し高い透過性を有している、平坦反
応チャンバに向けられる。サンプルの混合は、このチャンバ内にある間、放射に曝され、
血液から一酸化窒素を遊離させる好ましい化学反応を駆動するように加熱される。
【００３４】
　廃棄可能なカートリッジは、サンプル脱ガスチャンバを含む。このチャンバは、流体サ
ンプルから溶解ＮＯガスを取り除き、全ての流体と、流体のガス状でない成分をカートリ
ッジの中に維持する。チャンバは、熱蒸発によって、流体のガス抜きを駆動する加熱面を
備える。チャンバは、また、流体／ガス混合物が下から入り、重力により、流体と固体の
みが残され、ガスのみが上にポンプで上げられる単純な重力機構をも含む。別のチャンバ
設計は、流体／ガス混合物のガス状成分を通過させ、流体の通過を阻止することができる
、ガス浸透性疎水性膜を含む。好適な実施形態は、熱蒸発と、脱ガス化の後に、後に残さ
れる流体と固体の二次的貯蔵機構として機能する膜との両方を含む。
【００３５】
　廃棄可能なカートリッジの設計と構成は、ポリマーなどのよくある材料と、成形、熱成
形、射出（extruding）及び打ち抜き加工（stamping）などの製造方法を用いて安価に製
造できるようなものである。
【００３６】
　装置について詳しく見ると、排気可能カートリッジへのガスの入出と、ＮＯガスを測定
する測定チャンバへのガスの注入を制御するためのプログラム可能なポンプとバルブを含
む。装置は、また、主に、３２５－４５０ｎｍ波長範囲及び／あるいは、二次的に、２９
０－３２５ｎｍ波長範囲及び／あるいは４５０－６００ｎｍ波長範囲の放射を発光する、
水銀高圧電球（mercury high pressure bulb ）、金属ハロゲン化物電球（metal halide 
bulb ）、レーザ、ＬＥＤあるいはレーザダイオードなどの電磁放射源を含む。好適な実
施形態は、ＬＥＤを備える。というのも、ＬＥＤは、他の放射源よりも、より小さく、よ
り安価で、より省電力で、より小放熱であると信じられているからである。更に、装置は
、自動動作のためのマイクロプロセッサコントローラと、ユーザインタフェースと、デー
タメモリ／通信機能を含む。
【００３７】
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　この装置は、また、一酸化窒素ガスを測定し、その濃度を定量化するサンプル測定チャ
ンバを含む。好適な実施形態においては、サンプル測定チャンバは、電流測定型電気化学
的一酸化窒素ガスセンサに接続される。一酸化窒素と担体ガスを含むサンプルガスは、サ
ンプル測定チャンバに入り、電気化学的センサへと拡散する。電気化学的センサは、２ｐ
ｐｂ（parts per billion ）から５ｐｐｍ（parts per million ）の範囲の濃度に最適化
されている。サンプル測定チャンバは、体積で、０．１から０．５ミリリッターである。
一酸化窒素を測定するための別の方法は、化学発光法及び分光蛍光法（spectroscopic fl
uorescence）を含む。これらの別のものについては、サンプル測定チャンバは、これらの
方法に適切なように設計されるだろう。
【００３８】
　サンプル測定チャンバを例外として、全システムは、好ましくは、廃棄可能なカートリ
ッジが装置に挿入されると、外部環境から封止される。これは、ＮＯガスサンプルが測定
される担体ガスの量を制御するために重要な特徴であると考えられる。流体／ガスサンプ
ルは、ポンプと貯蔵器を用いて、システムに渡ってガスの相対圧力を可変することにより
、システムに渡って移動される。
【００３９】
　図２は、英国、エセックス、グレートノットレーのAlphasense から商業的に購入する
ことができる電気化学的一酸化窒素センサ２００の図示し、図３は、米国、ニューヨーク
、ファーミングデールのNew Era Pump Systems, Inc.から商業的に購入することが出来る
注射器ポンプ３００であり、図４は、米国、カリフォルニア、サンジョゼのLED Engin, I
nc.から商業的に購入できる、３６５ｎｍ紫外線発光ダイオード（ＬＥＤ）を備える、放
射源４００を図示し、図５は、商業的に購入できる注射器フィルタ５００であり、本発明
の１以上の実施形態のコンポーネントの例である。
【００４０】
　好適実施形態の動作については、廃棄可能なカートリッジが、装置に挿入され、ユーザ
は、典型的には、２５から１００マイクロリッターのサンプルを、サンプル注入ポートに
注入（従って、液体サンプルをサンプルチャンバへ向ける）し、封止カバーを閉め、スタ
ートを選択するように指示される。この後の動作は、完全に自動で、以下のステップを含
む。
【００４１】
　装置のポンプ（注射器あるいは正の変位）は、システムからガスを抜き、したがって、
光分解チャンバ内の圧力を、典型的には１００から５００ミリバールに減少させる。排出
された担体ガスは、貯蔵器に格納されるか、あるいは、システムガスの全量を減少し、相
対的なシステム圧力を減少するために、排出される。
【００４２】
　ポンプは、システムのガスを引き抜き続け、サンプル流体が、光分解チャンバへと移動
するようにし、自動的に、担体ガス貯蔵器２からのガスと、Ｔ接合で混合し、流体／ガス
混合物を生成するようにする。Ｔ接合を通過した後、流体／ガス混合物は、平坦反応チャ
ンバに入る。
【００４３】
　平坦反応チャンバでは、サンプルは、電磁放射に曝され、化学反応を引き起こす。結果
の化学反応物は、他の分子への結合から遊離した一酸化窒素（ＮＯ）であり、流体への溶
解ガスとなる。あるＮＯは、すぐに、拡散により、流体からガス抜きされる。
【００４４】
　流体／ガス混合物は、そして、ポンプによって、脱ガスチャンバへと送られ、システム
の圧力を減少し続ける。
【００４５】
　脱ガスチャンバを通過する間、ＮＯは、説明した方法の一つによって、流体サンプルか
ら解放される。好適な方法では、流体は、蒸発するように加熱され、ＮＯがガス抜きされ
る。
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【００４６】
　ポンプは、光分解ガス混合物の大半を、ポンプ及び貯蔵器チャンバへと引き抜き続ける
。
【００４７】
　装置のバルブは、ポンプと貯蔵器をシステムの残りの部分から封止するために閉じられ
る。ポンプは、ガス混合物の圧力を、電気化学的ガスセンサに最適な大気圧に戻す。
【００４８】
　バルブは、センサに対して開かれ、ポンプは、光分解ガス混合物をセンサチャンバへと
向ける。センサは、担体ガスを含む全ガスサンプルの小数パーセントとして、ガス形態の
サンプルＮＯを測定する。ガスの濃度は、２ｐｐｂ（parts per billion ）から５ｐｐｍ
（parts per million ）の範囲である。これらの濃度は、流体サンプル中の結合した一酸
化窒素の初期濃度に相関する。これらの濃度は、１０ｎＭ（nanomolar ）から１０Ｍ（mi
cromolar ）の範囲である。以上に対する考えられる他のものについては、光分解チャン
バは、測定中、サンプルに十分な量の電磁放射を照射出来るのであれば、いくつかの形状
の一つとすることが出来る。これらの形状は、示されるように、ジグザグメーズ、多段螺
旋あるいは、平坦螺旋を含むことが出来る。
【００４９】
　更に、廃棄可能なカートリッジは、１回あるいは複数回使用可能とすることが出来る。
更に、廃棄可能なカードリッジの特徴は、再利用可能なシステムに組み込むことが出来る
。このシステムは、また、個々の測定の合間に自身を清浄化する方法を含むだろう。
【００５０】
　測定チャンバ内のＮＯガス濃度を測定する他の方法も利用することができ、分光光度法
的な方法、光比色分析的な方法、あるいは、化学発光法的な方法を含む。
【００５１】
　本発明の１以上の側面及び特徴は、非ガス状流体成分の全てを含む廃棄可能なカートリ
ッジと、電気化学的ガスセンサを用いるＮＯ血液測定と、サンプルが担体ガスと組み合わ
され、光分解が、サンプルに対して行われ、サンプルからの任意の非ガス状成分がフィル
タリングされて取り除かれる廃棄可能なカートリッジと、廃棄のために、容易に挿入及び
取り外し出来る、小型のカートリッジ構造と、流体のガス担体との混合、ＮＯ分割を駆動
する放射、ＮＯのガス抜き、及び、閉止されたシステム内の全ての流体／固体サンプルか
らの分離を含む完全に閉じられたＮＯ抽出方法と、そのような閉止されたシステムの前段
階の圧力印加と、を含む。
【００５２】
　本発明の１以上の実施形態の１以上の利点は、流体サンプル特に血液の全ての非ガス状
成分を廃棄可能なカートリッジ内に維持することは、解析装置を清浄にする必要を減少し
、あるいは、削除し、装置のメインテナンスを容易にすることと、電気化学的ガスセンサ
は、蛍光分光法及び化学発光法などの他の検出方法に比べ、小型で、安価で、メインテナ
ンスがしやすいということと（更に、ＮＯをガス形態で測定することにより、この方法は
、電気化学的流体ＮＯセンサを用いる、上述した方法よりもより単純で、より信頼性の置
けるものである）、小型の廃棄可能なカートリッジ設計により、全ての機能がまとめて実
行されるので、テスト全体が自動化できることと（これにより、装置は、以前の装置より
使いやすく、メインテナンスが少なくて済む）、閉止されたシステムを有することにより
、極端に低い濃度（ｐｐｂ）を測定する能力をかなり増加することができることと（前段
階での圧力印加は更にこれを増大する）、を含むと考えられる。
【００５３】
　流体中の一酸化窒素を検出する更に追加的な装置及び方法は、優先権の基となる、上記
で特定した仮特許出願の付録に発明開示の方法で開示されており、その付録は、参照によ
り、ここに組み込まれ、本発明の実施形態の開示の一部を形成する。
【００５４】
　図６のシステムブロック図を参照して、詳細に説明した本発明の追加的な好適実施形態
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によれば、サンプル注入ポートは、血液あるいは他のＮＯ含有流体注入のために設けられ
、それは、解析前に流体を含む。サンプルは、液滴として注入され、主に、４つの１０μ
ｌ（マイクロリッター）の液滴（４０μｌサンプル用）あるいは、８つの５μｌの液滴で
ある。個々の液滴は、各液滴間に室内空気担体ガスを生成する。
【００５５】
　サンプル混合物は、反応チャンバに送られ、電磁放射に曝され、加熱される。これによ
り、望ましい化学反応が起き、一酸化窒素が、血液より遊離される。熱は、熱蒸発を介し
て、流体サンプルからＮＯガスが沸騰するのを助ける。
【００５６】
　反応チャンバからの解放に当たって、サンプルは、ガス浸透性疎水性膜を含むチャンバ
に入り、流体／ガス混合物のガス成分を通過させ、液体の通過を阻止する。
【００５７】
　廃棄可能なカートリッジの設計及び構成は、ポリマーなどのよくある材料と、成形、熱
成形、射出及び打ち抜き加工などの製造方法とを用いて、安価に製造することが出来るよ
うなものである。
【００５８】
　装置（廃棄不可なコンポーネント）については、廃棄可能カートリッジを介するガスの
入出、ＮＯガスを測定する測定チャンバへのガスの導入の制御のためのプログラム可能な
ポンプを含む。装置は、また、主に、３２５－４５０ｎｍ波長範囲及び／あるいは、二次
的に、２９０－３２５ｎｍ波長範囲及び／あるいは４５０－６００ｎｍ波長範囲の放射を
発光する、水銀高圧電球（mercury high pressure bulb ）、金属ハロゲン化物電球（met
al halide bulb ）、レーザ、ＬＥＤあるいはレーザダイオードなどの電磁放射源を含む
。好適な実施形態は、ＬＥＤを備える。というのも、ＬＥＤは、他の放射源よりも、より
小さく、より安価で、より省電力で、より小放熱であると信じられているからである。更
に、装置は、自動動作のためのマイクロプロセッサコントローラと、ユーザインタフェー
スと、データメモリ／通信機能を含む。
【００５９】
　この装置は、また、一酸化窒素ガスを測定し、その濃度を定量化するサンプル測定チャ
ンバを含む。好適な実施形態においては、サンプル測定チャンバは、電流測定型電気化学
的一酸化窒素ガスセンサに接続される。一酸化窒素と担体ガスを含むサンプルガスは、サ
ンプル測定チャンバに入り、電気化学的センサへと拡散する。電気化学的センサは、２ｐ
ｐｂ（parts per billion ）から５ｐｐｍ（parts per million ）の範囲の濃度に最適化
されている。一酸化窒素を測定するための別の方法は、化学発光法及び分光蛍光法（spec
troscopic fluorescence）を含む。これらの別のものについては、サンプル測定チャンバ
は、これらの方法に適切なように設計されるだろう。
【００６０】
　例示的な電流測定型電気化学的一酸化窒素センサは、米国、エセックス、グレートノッ
トレー、Alphasense から商業的に購入することが出来、例示的な注射器ポンプは、米国
、ニューヨーク、ファーミングデールのNew Era Pump Systems, Inc.から商業的に購入す
ることが出来、カスタムメードの回路基盤上に搭載され、９つの３６５ｎｍ紫外線発光ダ
イオード（ＬＥＤ）を備える例示的な放射源は、米国、カリフォルニア、サンジョゼのLE
D Engin, Inc.から商業的に購入できる。
【００６１】
　好適な実施形態の動作については、サンプルは、典型的には、２５から１００ミリリッ
ター（前述の液滴サイズ当たり）で、廃棄可能なカートリッジの注入ポートに注入され、
廃棄可能なカートリッジは、それから、装置に挿入され、ユーザはスタートを選択する。
この点での動作は、完全に自動化され、以下のステップを含む。
【００６２】
　装置のポンプ（注射器あるいは正の変位）は、システムを介してガスを引き抜き、流体
サンプルが反応チャンバ（電磁放射源及び熱）を介して移動し、最終的に、電気化学的一
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酸化窒素センサに届く。
【００６３】
　得られた化学反応物は、他の分子から遊離した一酸化窒素である。あるＮＯは、すぐに
、拡散により流体からガス抜きされる一方、より多くが、熱蒸発によってガス抜きされる
。あるいは、ガス抜きは、流体が、溶解ガスの遊離を促進するためにかき回される、流体
沸騰によって達成されることが出来る。
【００６４】
　流体／ガス混合物は、ガス浸透性疎水性膜を介して引き抜かれる。流体／固体は、担体
ガスとＮＯをセンサへと通過させることができる膜に含まれる。
【００６５】
　センサは、担体ガスを含む全ガスサンプルの小数パーセンテージとして、サンプルＮＯ
ガスを測定する。ガスの濃度は、２ｐｐｂ（parts per billion ）から５ｐｐｍ（parts 
per million ）の範囲である。これらの濃度は、流体サンプル中の一酸化窒素の初期結合
濃度に相関する。血液においては、これらの濃度は、１０ｎＭ（nanomolar ）から１０Ｍ
（micromolar ）の範囲である。
【００６６】
　測定チャンバ内のＮＯガス濃度を測定する他の方法も利用することができ、分光光度法
的な方法、光比色分析的な方法、あるいは、化学発光法的な方法を含む。
【００６７】
　これらの追加的な、好適な実施形態の１以上の側面及び特徴は、電気化学的ガスセンサ
を用いたＮＯ血液ガス測定、サンプルが担体ガスと組み合わされ、光分解が、サンプルに
行われ、サンプルからの任意の非ガス状成分がフィルタリングにより取り除かれる廃棄可
能なカートリッジと、小型で、廃棄のために、容易に挿入し、取り外すことが出来るカー
トリッジ構造を含む。
【００６８】
　１以上のそのような追加的な、好適な実施形態の１以上の利点は、流体サンプル特に血
液の全ての非ガス状成分を廃棄可能なカートリッジ内に維持することは、解析装置を清浄
にする必要を減少し、あるいは、削除し、装置のメインテナンスを容易にすることと、電
気化学的ガスセンサは、蛍光分光法及び化学発光法などの他の検出方法に比べ、小型で、
安価で、メインテナンスがしやすいことによる（更に、ＮＯをガス形態で測定することに
より、この方法は、電気化学的流体ＮＯセンサを用いる、上述した方法よりもより単純で
、より信頼性の置けるものである）、経済的な設計と、多くの機能が、同時に実行され、
小型のカートリッジ設計により、テストが自動化でき、したがって、ユーザとメインテナ
ンスの要求を削減することと、を含むと考えられる。
【００６９】
　ここに説明された１以上の側面と特徴を含む、本発明のプロトタイプの装置７００の写
真が図７に示される。見られるように、コンポーネントは、比較的小さく、手で持つこと
が出来るケース内に含まれている。
【００７０】
　上記によると、本発明は、広い有用性と応用を有していることが当業者によれば、容易
に理解されるだろう。理解されるべきであるが、任意の実施形態は、本発明の上記の側面
の１つのみ、あるいは複数を組み込み、上記の特徴の１つのみ、あるいは、複数を更に組
み込むことが出来る。更に、「好適な」として、説明され、特定された任意の実施形態は
、本発明を実施するために考えられた最適な形態の一部として考えられる。他の実施形態
は、また、本発明の完全で、利用可能な開示を提供するために、追加的な図示的目的で説
明されることが出来る。理解されるべきであるが、任意の実施形態は、本発明の上記側面
の１つのみ、あるいは、複数を組み込み、上記特徴の１つのみ、あるいは、複数を更に組
み込むことが出来る。更に、適用、変形、変更、及び、等価な配置などの多くの実施形態
は、ここに説明された実施形態によって暗黙に開示され、本発明の範囲に入るだろう。
【００７１】
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　したがって、本発明が、１以上の実施形態に関連して、ここに詳細に説明されたが、こ
の開示は、本発明の図示及び例示目的であり、本発明の完全で、実施可能な開示を提供す
る目的でのみなされたことを理解されたい。１以上の実施形態のここでの詳細な開示は、
本発明が得られる特許保護の範囲を限定することを意図している、あるいは、限定するも
のと解釈されるものではなく、範囲は、請求項とその均等物によって定義されるべきであ
る。本発明が得られる特許保護の範囲は、請求項自身には明示的に現れない、この説明に
見られる限定を任意の請求項に読み込むことによって定義されることを意図するものでは
ない。
【００７２】
　したがって、例えば、ここに説明された様々なプロセスあるいは方法のステップの任意
のシーケンス及び／あるいは、時間的順序は、図示的であり、限定的ではない。したがっ
て、様々なプロセスあるいは方法のステップが、シーケンスあるいは時間的順序として示
され、説明されたが、そのようなプロセスあるいは方法のステップは、示されない限り、
任意の特定のシーケンスあるいは順序で実行されることを限定しない。事実、そのような
プロセスあるいは方法のステップは、一般に、様々な異なるシーケンス及び順序で実行で
き、依然、本発明の範囲に入ることが出来る。したがって、本発明が得られる特許保護の
範囲は、ここに述べた説明ではなく、添付の請求項によって定義されるべきものである。
【００７３】
　更に、ここに用いた各語句は、そのような語句のここでの文脈内での使用に基づいて、
当業者がそのような語句が意味することを理解するだろうものを示すことは注意すべきで
ある。当業者が、そのような語句の文脈内での使用に基づいて理解するような、ここに用
いられる語句の意味が、そのような語句の任意の特定の辞書の定義から任意に異なる場合
、当業者が理解する語句の意味を優先することを意図する。
【００７４】
　米国特許法の下の35 U.S.C. §1 12, ¶6の適用性について、クレームエレメントに明
示的に"means for" あるいは "step for"という記載が用いられていないならば、いずれ
のクレームエレメントも、この法文にしたがって読まれることを意図しておらず、この法
文は、そのようなクレームエレメントの解釈に適用されることを意図している。
【００７５】
　更に、ここで用いられているように、"a" 及び"an"は、それぞれ、一般に、「少なくと
も１つ」を示し、文脈内での使用が許されない限り、複数を排除するものではないことは
注意されたい。したがって、「りんごを有するピクニックバスケット」への参照は、「複
数のりんごを有するバスケット」と共に、「少なくとも１つのりんごを有するピクニック
バスケット」を記述する。反対に、「単一のりんごを有するピクニックバスケット」への
参照は、「１つのみのりんごを有するピクニックバスケット」を記述する。
【００７６】
　項目のリストを結合するために使用されるとき、「あるいは」は、「少なくとも１つの
項目」を示し、リストの複数の項目を排除しない。したがって、「チーズあるいはクラッ
カーを有するピクニックバスケット」への参照は、「クラッカーなしで、チーズを有する
ピクニックバスケット」、「チーズなしで、クラッカーを有するピクニックバスケット」
及び、「チーズとクラッカーの両方を有するピクニックバスケット」を記述する。最後に
、項目のリストを結合するために使用される場合、「及び」は、「リストの項目の全て」
を記述する。したがって、「チーズ及びクラッカーを有するピクニックバスケット」は、
「チーズを有するピクニックバスケットであって、ピクニックバスケットは更にクラッカ
ーを有する」を記述し、同様に、「クラッカーを有するピクニックバスケットであって、
ピクニックバスケットは、更に、チーズを有する」を記述する。
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